教育基本条例について
特徴

1、 委員会が全てを決定するのではなく、時代が求める教育の実現を目指しています。その方向性は３つあります。
1 「時代が求める教育」を判断するのは何の責任も負わない教育委員会ではなく、選挙で選ばれた首長がその方向性を判断する、ということです。首長がその判断を誤れば、リコールもありますし、何よりも選挙で当選することができません。

教育委員会といえども、その方向性には従わなければならない、としました。

2 民意を反映させるためには、議会の「関与」が必要です。これまでの議会は教育委員会の独立性に拒まれ、文句を言うだけの役割しか果たせませんでした。この議会の「関与」こそが、議会を利益団体の代表議会ではなく、民意を適格に反映させる議会に変える役割を担うことになる、と考えます。

3 保護者や周辺地域住民、何よりも小・中一貫教育を実現し、地域に愛され、信頼される教育を目指し、学校運営協議会を設け、地域事情に合った学校づくりを実現します。

2、 関係者・保護者・地域住民に適切な、また、希望にかなう学校づくりに、積極的にかかわっていただくためにそれぞれに義務を課した、ということです。

1 学校関係者には、自己の崇高な使命を深く自覚するとともに、組織の一員という自覚をもち、教育委員会のみならず、教長の経営指針にも服さなければなりません。

2 保護者には、より良い教育の実現に貢献するよう努めなければならず、学校関係者への不当な態様による要求等は禁止し、子供には社会常識・基本的生活習慣を身に付けさせる義務を負います。

3 周辺地域住民には、クラブ活動を初めとする学校運営に主体的に関わる義務を負い、学校関係者への不当な態様による要求等は禁止します。

3、 保護者に我が子の教育に責任を付与する以上、学校選択制を導入しました。教育にも「自由」が求められます。

1 「勉強は嫌いだけれども、スポーツでは負けない」「習字や絵画・歌に秀でている」「ものづくりに対する発想や器用さでは負けない」「人への思いやりや優しさ、心のぬくもりが人一倍強い」など、子供にあった教育を保護者が責任者として判断することができる、仕組みづくりが可能となるシステムづくりができます。

4、 以上のことが可能となる、校長・副校長の準特別職については公募制を取り入れました。

1 学校長にはその学校のマネジメントをしていただき、学校運営の責任を負っていただきます。

そのために、校長には一定の人事権と予算請求権を付与します。

2 現職教員も、年功序列ではなく、志のある教職員であれば若年でも公募して校長になることができますし、広く、研究者・経済人・公務員など、人材を求め、児童・生徒の健全育成に貢献していただきます。

5、 教員等は人間形成にかかわり、人を育成する、という大切な任務をはたしていただくため、懲戒・分限処分をはっきりさせました。
1 刑事罰にあたる行為をした教員等は教壇にたつことができないのは当然として、集団生活を指導しなければならない教員等が自らが組織の一員であることを忘れ、単独行動をとってみたり、生徒にとって迷惑となる指導力不足教員等は教壇から離れていただきます。

2 高等学校や幼稚園などで公立でなくても私立で運営が可能な教育機関は自由を求めて私学化を進めるべきですが、そのときには、公務員としての身分を離れ、教壇に立ち続けていただくための分限制度を設けました。

3 意欲のある教員などで実績を残せば給与やボーナスが昇給しますが、そうではない教員等には降任もあり得ます。信賞必罰をはっきりさせました。
